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下記により入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上、参加されたい。

記

1入札に付する事項
(1)件   名 #299排気ホースリール等更新
(2)履 行場所 航空自衛隊新田原基地
(3)履行期限 令和8年2月 27日 (金)
(4)契約方法 確定契約
札 日時  令和 7年 6月 25日 (水 )9時 00分
札 方 式  一般競争入札
札 場 所  航空自衛隊新田原基地司令部庁舎lF入札室
加 資 格

令和 7・ 8・ 9年度の資格審査結果通知書 (全省庁統一資格)「役務の提供等」A、 B、 C又はDの等

級に格付けされ、九州。沖縄地域の競争参加資格を有する者。

(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。

(3)防衛省 防衛装備庁長官又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要
領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(4)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同
種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

(5)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし真にやむを
得ない事由を防衛省 防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。

6入 札 方 法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当す
る額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に

相当する金額を入札書に記載すること。

7保 証金 入札保証金 :免除、契約保証金 :免除
8契約書等作成の必要の有無 有
9説 明会 なし
10契約条項を示す場所 航空自衛隊新田原基地会計隊契約班及び新田原基地ホームページ

11適用する契約条項 航空自衛隊標準契約 (請書)条項の役務供給契約 (請書)条項及び適用契約
条項の関係条項による。

12その他
(1)第 5項の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(2)入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは、入札書に記載され
た金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の100分の5に相当する金額を徴収するこ

ととづ
~る
。

(3)入札参加希望者は、下記連絡先まで一報の上、入札開始前までに資格審査結果通知書の写しを
会計隊契約班に提出すること。(FAX可とする。)

(4)入札に代理人が参加する場合は、委任状 (随意様式)を提出すること。

(5)郵便入札を可とする。その際は、入札日前日必着 (土 日祝日を除く。)とする。

(6)本書記載事項の詳細については、会計隊契約班に照会のこと。

〒889-1492 宮崎県児湯郡新富町大字新田19581

航空自衛隊新田原基地 第 5航空団会計隊契約班 担当 :緒方

TEL 0983-35-1121(内 線)5738 FAX 0983-35-1805(直 通)
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市価調査書

契約担当官

航空自衛隊第5航空団

会計隊長 越智 靖彦 殿

令 和 7年 6月 18日

住所、会社名、代表者名

履 行 期 限 令和8年2月 27日 履 行 場 所 航空自衛隊新田原基地

品 名 (件名 ) 規 格 単位 数量 単 価 金  額 備  考

#299排気ホースリール等更
新

内訳書のとおり 式 l

以下余白

=入社 (見積)金額
¥

|     |       |       |        |
|    |      |      |       |~~~~~T~~丁~~~丁~~~丁~~~可~~~~

_L_



内 訳 書

名  称 摘  要 数量 単位 単 価 金 額 備 考

排気ホースリール 仕様書のとおり 2 個

ラバーノ́ズル 〃 2 個

コントロヽ一ラー 〃 2 個

排気リール新旧変換架台セット 〃 2 個

排気ホース 〃 2 本

ホースソケット 〃 2 個

ラバーカバー 〃 4 個

レジューサー 〃 2 個

消耗品、雑材 1 式

撤去、取付工 1 =トエヽ

梱包・運賃 1 =トエヽ

諸経費 1 式

合  計

以下余白



入 札 (募 叢 ⇒「 書

貴通知・公告に対し、入札及び契約心得・契約条項等承知の上、上記のとおり提出します。

契約担当官

航空自衛隊第5航空団

会計隊長 越智 靖彦 殿

令 和 7年 6月 25日

住所、会社名、代表者名

履 行 期 限 令和8年2月 27日 航空自衛隊新田原基地

品 名 (件名 ) 規 格 金  額 備  考

#299排気ホースリール等更
新

仕様書のとおり 式 l

以下余白

入本[工彙絢 金額
¥

1履 行 場 所 ||

|     |       |       |

1 単位 1 数量  1 単 価 |

|                           |     |

~~~~~可 ~~~~~~~~~可 ~¬

|                           |     |       |       |

~~~~~「~~~~~~~~~~~~~~~丁~~丁~~~~丁~~~|



委 任 状

令和7年 6月 25日

契約担当官

航空自衛隊第 5航空団

会計隊長 越智 靖彦 殿

(委任者 )

住  所

会 社 名

代 表 者

私は、下記の者を代理人と定め、下記件名の入札に関する一切の権限を委任します。

1 件名 #299排気ホースリール等更新

2 履行場所 航空自衛隊新田原基地

(代理人)

住  所

氏   名



特 記 仕 様 書

1 件  名 : #299排 気ホースリール等更新
2 履行場所 : 航空自衛隊新田原基地
3 概  要 : 車両用排気ホースリール等の更新
4仕  様
本役務は、本仕様書によるほか、次の関係規定最新版により施工するものと

する。

(1)公共建築工事標準仕様書 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)

(2)営繕工事写真撮影要領 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)

5 -般共通事項
一般共通事項は、○印の付いたものを適用する。

1 現場の収まり、取り合いの関係で設計図書によることが困難又は不都合な

場合は、監督官と協議のうえ、施工図を提出し、監督官の承諾を受けるもの

とする。

◎  現場代理人は、履行場所の整理整頓に心掛け、風紀、衛生及び安全の管理
並びに火災及び盗難の事故防止に万全を期するものとする。

◎  本役務実施に当たっての入門及び行動は、交通法規及び基地規則を厳守し
て行うものとし、履行場所以外への立入を禁止する。やむを得ず履行場所以

外への立入を必要とする場合は、監督官に確認のうえで、行うものとする。

立入制限区域内での作業をする場合は、事前に立入申請を実施し、許可さ

れた者以外、作業を実施してはならない。また、写真撮影については、事前

に監督官と調整するものとする。

基地内の既存施設及び工作物、備品の保護には十分注意を払うものとし、

万一、不注意により破損した場合は、契約の相手方の負担において、原形に

復旧するものとする。

役務に必要な書類は、監督官の指示する様式により、指定する期日までに

提出するものとする。

役務写真は、施工前、中、後を撮影し、アルバムに整理して提出するもの

とする。

(8)撤去に伴う産業廃棄物は、契約の相手方の責任において再資源化施設へ搬

出するものとし、処理業者の発行する産業廃棄物管理票の写しを提出するも

のとする。

文書管理者 :第 5航空団基地業務群施設隊長 作成年月日 :2025.5.19 保存期間 :5年
保存期間満了日 :2031.3.31 枚数 :4枚 配布先 :会計隊
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発生材の処理については、監督官の指示する場所に整理集積し、発生材調

書を添えて引き渡すものとする。

監督・検査については、契約担当官が定める監督・検査事務処理要領によ

り実施するものとする。

基地へ入門する車両にドライブレコーダーを搭載している場合、入門前に

電源を切り、機能の無効化処置を実施する。

なお、 ドライブレコーダー機能の無効化処置の履行状況については、監督
官の確認を受けるものとする。

交換部品

品  名 規 格 数量 単位

排気ホースリール E6-7.5NFC 2 個

ラバーノズル RN-6S 2 個

コン トローラー CC-5 2 個

排気リール新旧変換架台セット SP-9891 2 個

排気ホース NFC-3-6〉〈2.5 2 本

ホースソケット HS-6 2 個

ラバーカバー RC-150 4 個

160/150 2 個

※電源及び配線については、既設のものを使用

7 その他
(1)行政機関の休日に関する法律 (昭和 63年法律第91号)に定める行政機

関の休日に作業は行わない。ただし、あらかじめ監督官の承諾を受けた場合

は、この限りでない。

(2)作業主任者は、履行に必要な資格を有するものとし、資格証明書及び免状

の写しを監督官に提出するものとする。

(3)役務の履行に関して、十分な知識及び技能を持った者が作業を実施するも

のとする。

(4)図面に商品名が記載された部品は、当該商品又は同等以上を使用するもの

とし、同等以上を使用する場合は、監督官の承諾を受けるものとする。

(5)本役務完了後、 1年以内に役務履行場所の外観及び性能上の不具合が生じ

た場合は、契約の相手方が無償により整備を行うものとする。

(6)撤去した金属類は、「5 -般共通事項」の (9)に よる。
なお、集積の際は、監督官立会の下、種類毎の重量を契約の相手方が測定し、
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監督官の確認を受けるものとする。

(7)高所作業車及び脚立等を使用する際は、高所からの墜落、飛来落下事故防

止に万全を期すものとし、履行箇所付近に注意喚起表示を設置するものとす

る。

(8)災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を全てに優先させるとと

もに、二次災害が発生しないよう履行場所の安全確保に努め、直ちにその経

緯を監督官に報告するものとする。

(9)本役務の履行に当たっては、本仕様書に明記なき事項といえども、技術的

に当然施工すべき事項は、契約の相手方の負担において実施するものとする。

(10)本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、監督官等と協議するものとする。
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9排気ホースリール等更新

図 示
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